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防衛省における幹部職員の略歴の公表について（通知）

、 、 、標記について 別添の趣旨を踏まえ 防衛省としても適切に対処するため

公表する幹部職員の略歴の内容等について別紙のとおり定めたので、関係職

員に周知するとともに遺漏のなきよう措置されたく通知する。

添付書類：１ 別紙

２ 総管情第６３号（平成１９年５月２２日）



別紙

１ 趣旨

幹部職員の略歴の公表は、その職責及び行政に対する国民の信頼の確保の観点から必

要とされる情報を可能な限り提供するものである。

なお 幹部職員の略歴の公表は 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 平、 、 （

成１５年法律第５８号）第８条第２項第１号に規定する「本人の同意」を得て行われる

ものではなく、同条第２項第４号に規定する「特別の理由」に該当するものとして行う

ものである。

２ 略歴の公表対象となる幹部職員の範囲

（１）防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和２７年法律第２６６号）第４条の規定に

より一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）別表第１０指定職

俸給表の適用を受ける事務官等（以下「指定職職員」という ）及び政令で定める官。

職のうち防衛省内部部局に所属する書記官（指定職職員を除く ）。

（２）陸将、海将又は空将の階級にある自衛官

３ 略歴書の記載項目

（１）氏名

（２）生年月日

（３）出身地又は本籍地

ただし、対象者本人が理由を添えて本籍地以外の都道府県名を出身地とすることを

申し出た場合は、当該都道府県名（両親の出身地等居住したことのない都道府県名で

ある場合等）

（４）最終学歴

（ 、 。）。 、在籍した学校名 大学の場合は学部名 大学院の場合は研究科名を含む ただし

在外研究員等、職務により在籍した学校は含まない。

（５）採用試験の種類及び区分

ただし、選考による採用の場合は、その旨を記載する。

（６）職歴

ア 採用省庁名及び採用年月のほか、本省企画官相当職（防衛省の職員の給与等に関

する法律施行令（昭和２９年政令第３６８号）に定める俸給の特別調整額の支給割

合が２種の適用を受ける官職をいう ）以降の職名（現職は含まない ）及びその発。 。

令年月について、人事発令通知又は人事記録に基づき分かりやすく記載すること。

ただし、職名の数が３に満たない場合は、前職からさかのぼり職名の数が少なくと

も３となるまでの職名及び発令年月を記載すること。

なお、本省企画官相当職以前の職名を公表することは、差し支えない。

イ 防衛省の情報業務等に支障を及ぼすおそれがある特定の職名については、支障を

及ぼさない範囲内で記載する。

ウ 民間からの登用の場合など国家公務員以外の職歴を有する者については、その者

と同等の官職を占める者の略歴書に記載される職歴と同程度の期間の職歴を記載す

る。



（７）顔写真

略歴書の右上部分に貼付する。

４ 公表

（１）指定職職員及び陸将、海将又は空将の階級にある自衛官の略歴書は、報道関係者に

提供するものとし、その他の幹部職員の略歴書については、報道関係者から提供の求

めがあった場合は、提供するものとする。また、報道関係者以外の者から上記２に規

定する者の略歴書について、提供の求めがあった場合には、提供するものとする。

（２）幹部職員の略歴は、防衛省のホームページに掲載することができる。

５ その他

対象者本人からの略歴書の記載内容についての照会等に対応する部署は、次に掲げる

とおりとする。

（１）上記２（１）に規定する者 大臣官房秘書課

（２）上記２（２）に規定する者 対象者本人が所属する機関等の人事担当部署又は人事

教育局人事計画・補任課


